
第16条　計時

2.自動計測器を使用し、1/10秒まで計測する。

→2.自動計測器を使用し、1/100秒まで計測する。

第27条　競技の成立、延期、中止、短縮

1.各クラス3台以上出走で成立。満たない場合は上のクラスに統合する。 （Cクラスを最高クラスとする。）

→1.全クラス1台以上出走で成立とする。
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